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《令和３年２月２６日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、「Ｐ」病名で、歯周病検査の算定がない歯周炎に対する咬

合調整の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯の支持組織の負担軽減のため、歯周病検査を実施する前に咬合調整を

行う場合が臨床上あり得るものと考えられる。 

 


